
職業実践専門課程認定校への都道府県補助に対する地方財政措置について（経緯）

専修学校等の振興に関する決議
（令和3年11月26日 自由民主党 専修学校等振興議員連盟）（抄）

二、（略）都道府県による職業実践専門課程に認定された専門学校への運営費補助に対する取
組の促進のため、国において地方財政措置を講ずること。（略）

専修学校の振興に関する要望について
（令和3年11月26日 全国専修学校各種学校総連合会）（抄）

＜専修学校の振興策関連の要望事項＞
１．「職業実践専門課程」の振興方策の推進

（略）また、都道府県による職業実践専門課程に認定された専門学校への運営費補助に対する
取組の促進のため、国において地方財政措置を講ずること。
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職業実践専門課程認定校への都道府県補助について

・２５都道府県で職業実践専門課程認定校への補助を実施。(※令和４年度。実施府県は下図のとおり。)

・職業実践専門課程が制度化（平成２６年度）された翌年度以降、毎年度、同課程認定校に対する独自の補助制度を有する自治

体が増加。

・職業実践専門課程認定校に係る追加的な経費への都道府県補助について、令和４年度から特別交付税措置。

参考：職業実践専門課程の認定状況
（令和５年３月２７日時点）

・学校数：１，０９３校 (４０．２％)
・学科数：３，１６５学科(４３．４％)

※合計欄の（ ）内の数字は全専門学校
数（2,721校）、修業年限２年以上の全学
科数（7,288学科）に占める割合。

職業実践専門課程認定校への都道府県補助について

職業実践専門課程について

専門学校のうち、特に企業等との連携体制を構築し、実務の最新知識・技術・技能を身につけられるよう、
より実践的な職業教育に取り組んでいる学科について、平成２６年度より文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定。

（北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、
新潟県、富山県、長野県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、
島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
沖縄県）

職業実践専門課程認定校への
補助を行っている都道府県数

（令和４年12月時点）

令和３年度：19都府県

令和４年度：25都道府県 図：職業実践専門課程認定校への補助を行っている自治体（令和4年12月時点）
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